
政
令
第
八
十
号

総
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
六
号
中
「
第
二
十
二
条
第
十
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
四
号
ロ
中
「
前
条
第
七
号
」
を
「
前
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
第
四
十
七
条
第
四
号
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
政
策
立
案
総
括
審
議
官
」
の
下
に
「
、
公
文
書
監
理
官
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
政
策
立
案

総
括
審
議
官
一
人
」
の
下
に
「
、
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。



４

公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の

公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す

る
。

第
二
十
二
条
中
第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

六

総
務
省
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

七

総
務
省
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
五
条
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四
号
と
す

る
。第

四
十
五
条
の
見
出
し
中
「
課
）
」
を
「
課
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
五
課
」
の
下
に
「
及
び
参
事
官
一
人
」
を

加
え
る
。

第
四
十
六
条
第
五
号
中
「
住
民
制
度
課
及
び
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら

第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。



第
四
十
七
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

四
十
七
条
の
二
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
を
第
六
号
と
し

、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

地
方
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
（
自
治
財
政
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
四
十
七
条
の
二
第
二
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
制
度
の
う
ち
地
縁
に
よ
る
団
体
に
関
す
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す

る
こ
と
。

第
四
十
七
条
の
二
第
一
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

地
方
自
治
に
係
る
政
策
で
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
地
域
的
な
共
同
活
動
に
係
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並

び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
八
条
第
三
号
中
「
住
民
制
度
課
及
び
地
域
自
立
応
援
課
」
を
「
市
町
村
課
、
地
域
自
立
応
援
課
及
び
参
事
官
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
を
削
る
。



第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
参
事
官
の
職
務
）

第
四
十
九
条
の
二

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
又
は
命
を
受
け
て
、
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
に
関
す

る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

一

地
方
自
治
に
係
る
政
策
で
地
域
の
振
興
に
関
す
る
も
の
の
う
ち
国
際
関
係
事
務
に
係
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に

推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二

地
方
自
治
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

「
統
計
作
成
支
援
課

「
事
業
所
情
報
管
理
課

第
百
十
条
第
一
項
中

を

に
改
め
る
。

統
計
利
用
推
進
課
」

統
計
情
報
利
用
推
進
課
」

第
百
十
二
条
見
出
し
中
「
統
計
作
成
支
援
課
」
を
「
事
業
所
情
報
管
理
課
」
に
改
め
、
同
条
中
「
統
計
作
成
支
援
課
は
、
次

に
掲
げ
る
」
を
「
事
業
所
情
報
管
理
課
は
、
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
所

母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
成
す
る
事
業
所
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
統
計
の
作
成
に
必
要
な
情
報
の
収
集
及
び
提
供
に
関
す

る
」
に
改
め
、
各
号
を
削
る
。



第
百
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
統
計
利
用
推
進
課
」
を
「
統
計
情
報
利
用
推
進
課
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
号
を
第

六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

国
勢
調
査
そ
の
他
国
勢
の
基
本
に
関
す
る
統
計
調
査
に
係
る
調
査
票
情
報
（
統
計
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
調

査
票
情
報
を
い
う
。
）
の
二
次
利
用
及
び
提
供
並
び
に
委
託
に
よ
る
当
該
調
査
票
情
報
を
利
用
し
た
統
計
の
作
成
及
び
統

計
的
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
勢
調
査
そ
の
他
国
勢
の
基
本
に
関
す
る
統
計
調
査
に
係
る
匿
名
デ
ー
タ
（
統
計
法
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
匿

名
デ
ー
タ
を
い
う
。
）
の
作
成
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
改
正

規
定
、
第
四
十
八
条
第
九
号
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
か
ら
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ

る
改
正
後
の
総
務
省
組
織
令
第
四
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
三
号
中
「
、
地
域
自
立
応
援
課
及
び
参
事

官
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
地
域
自
立
応
援
課
」
と
す
る
。


